
愛 媛 県 報

１０５５

告 示

�愛媛県告示第１１１３号
仕事と家庭の両立支援に関する雇用環境調査を次のとおり実施す

るので、愛媛県統計調査条例（平成２０年愛媛県条例第６８号）第３条

第２項の規定により告示する。

令和５年１０月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 調査の目的

仕事と家庭の両立支援に関する雇用環境の実態把握及び今後の

労働施策検討のための基礎資料の作成

２ 調査対象の範囲

常用労働者が５人以上の県内民間事業所

３ 報告を求める事項

� 事業所の概要に関すること。

� 企業としての意識に関すること。

� 仕事と育児の両立支援に関すること。

� 仕事と介護の両立支援に関すること。

� 働き方改革等に関すること。

４ 報告を求める事項の基準となる期日

令和５年１０月１日

５ 報告を求める者

２に該当する事業所のうち無作為に抽出された２，０００事業所の

事業主

６ 報告を求めるために用いる方法

調査票の郵送による自計方式

７ 報告を求める期間

令和５年１０月２４日から同年１１月２４日までの間

�愛媛県告示第１１１４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和５年１０月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

四国中央市土居町北野乙２４４の４・乙２４４の８・乙２４４の１２（以

上３筆について次の図に示す部分に限る。）、乙２４４の９

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

土居町北野乙２４４の９（次の図に示す部分に限る。）、乙

２４４の４、乙２４４の８、乙２４４の１２

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び四国中央市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１１５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。
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愛 媛 県 報令和５年１０月２４日 第４５４号

１０５６

令和５年１０月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

四国中央市上柏町字栗尾乙１６２の２、乙１６２の５

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字栗尾乙１６２の２・乙１６２の５（以上２筆について次の図に

示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び四国中央市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１１１６号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和５年１０月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

四国中央市下川町字袖２１３、乙２２８の１、乙２２８の３、字大上乙

２３２、字風呂谷乙２３３の１、字西畑ノ上乙２４８の１１から乙２４８の１５ま

で、字谷２２１、字風呂ノ谷１０５３

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字袖乙２２８の１・字大上乙２３２・字風呂谷乙２３３の１・字谷

２２１（以上４筆について次の図に示す部分に限る。）、字風

呂ノ谷１０５３

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び四国中央市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１１１７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和５年１０月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

今治市上浦町盛乙９９、乙１７４、乙１８７から乙１９４まで

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

上浦町盛乙９９・乙１７４・乙１８９から乙１９４まで（以上８筆に

ついて次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１１１８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和５年１０月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

今治市伯方町北浦字竹田乙１０１、字船越甲１３４

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び今治

市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１１１９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和５年１０月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

今治市菊間町種１１８０、１１８１

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法



愛 媛 県 報令和５年１０月２４日 第４５４号

１０５７
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ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

菊間町種１１８０・１１８１（以上２筆について次の図に示す部分

に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１２０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和５年１０月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

今治市朝倉北甲８３４の１

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

朝倉北甲８３４の１（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１２１号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和５年１０月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

今治市朝倉上乙７４５の５１、乙７４５の８３、乙７４９の１５から乙７４９の１７

まで、乙７４９の１９、乙７４９の２０

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

朝倉上乙７４５の５１・乙７４５の８３・乙７４９の１５から乙７４９の１７ま

で・乙７４９の１９・乙７４９の２０（以上７筆について次の図に示す

部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１２２号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和５年１０月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

今治市玉川町大野字ヲウヒラ乙２２、字タニ乙３１の５、字ヒタリ

カタニ乙４０、ヒタリガタニ乙４１

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字タニ乙３１の５（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１１２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年１０月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広
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１０５８
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公 告

�公 告

公文書の公開の実施状況

令和４年度の公開請求等に対する公文書の公開の実施状況の概要

を次のとおり公表する。

令和５年１０月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公文書の公開の請求等及び処理の状況

（単位：件）

区 分
請 求 等 の
件 数

処 理 の 状 況
取 下 げ

公 開 部 分 公 開 非 公 開

公 開 請 求 ２，１２８ １，１３２ ５６１ ３４６ ８９

公 開 申 請 ０ ０ ０ ０ ０

計 ２，１２８ １，１３２ ５６１ ３４６ ８９

注１ 公開請求とは、愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号。以下
「条例」という。）に基づく公開請求をいう。
２ 公開申請とは、条例附則第３項ただし書の規定によりなおその効力を有

するものとされている愛媛県情報公開要綱（平成５年１０月愛媛県・愛媛県
公営企業管理局・愛媛県教育委員会・愛媛県選挙管理委員会・愛媛県人事
委員会・愛媛県監査委員・愛媛県地方労働委員会・愛媛県収用委員会・愛
媛海区漁業調整委員会・愛媛県内水面漁場管理委員会告示第１２５５号。以下
「要綱」という。）に基づく公開申請（要綱第２条第１項に規定する実施
機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真であって、
同条第２項に規定する決裁等が終了したもののうち、公立大学法人愛媛県
立医療技術大学に引き継がれたものに係る公開申請を含む。）をいう。

２ 公文書の公開の請求等の実施機関別内訳

（単位：件）

実 施 機 関 公開請求件数 公開申請件数

総 務 部 ５４ ０

企 画 振 興 部 ７ ０

知 観 光 ス ポ ー ツ 文 化 部 １１ ０

県 民 環 境 部 ４５ ０

保 健 福 祉 部 １６３ ０

経 済 労 働 部 ３６ ０

農 林 水 産 部 ３１３ ０

事 土 木 部 ８４８ ０

出 納 局 １１ ０

小 計 １，４８８ ０

議 会 ７

公 営 企 業 管 理 者 ４６ ０

�愛媛県告示第１１２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年１０月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１２５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和５年１０月２４日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町馬立１１７１番地先から

同町馬立１１７１番地先まで

旧 ７．３～１８．３ ０．０４１

新 １０．７～２０．３ ０．０４１

〃 〃
四国中央市金砂町小川山乙１８８９番１から

同町小川山乙２１９０番３まで

旧 ３．９～６４．１
５．０～１０．６

０．４００
０．１１５

新 ３．９～６４．１
５．６～１０．６

０．４００
０．０２９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町馬立１１７１番地先から

同町馬立１１７１番地先まで
令和５年１０月２４日

〃 〃
四国中央市金砂町小川山乙１８８９番１から

同町小川山乙２１９０番３まで
〃

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

５中局建（開）第２３号

令和５年１０月１６日
伊予市上野字玉井１７２２番４

松山市鷹子町８７９番地１
サンライズ�米２０５号
佐 々 木 隆 司
佐 々 木 知 代
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教 育 委 員 会 ２５０ ０

選 挙 管 理 委 員 会 ８ ０

人 事 委 員 会 ６ ０

監 査 委 員 ０ ０

公 安 委 員 会 ０

警 察 本 部 長 ３２３

労 働 委 員 会 ０ ０

収 用 委 員 会 ０ ０

海 区 漁 業 調 整 委 員 会 ０ ０

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 ０ ０

公立大学法人愛媛県立医療技術大学 ０ ０

愛 媛 県 土 地 開 発 公 社 ０

合 計 ２，１２８ ０

３ 公文書の公開の請求等の主な内容

（単位：件）

請 求 等 の 主 な 内 容 公開請求件数 公開申請件数

工事設計書 ５８０ ０

建築工事再資源化等届出書 ３８８ ０

懲戒処分等の職員の処分関係 ２７８ ０

公益法人等の決算書類 １４９ ０

各種名簿関係 ８０ ０

４ 公文書公開請求者等別の内訳

（単位：件）

公 開 請 求 者 等 の 区 分 公開請求件数 公開申請件数

県内に住所を有する者又は事務所若しくは事業所を
有する個人及び法人その他団体

１，４４９ ０

その他のもの ６７９ ０

５ 不服申立て等の状況

� 不服申立て

（単位：件）

不服申立て件数 処 理 の 状 況

令 和
３年度
からの
繰 越
件 数

令 和
４年度
不 服
申立て
件 数

裁 決 又 は 決 定

審理中 取下げ却 下 棄 却 一 部
認 容

認 容

２ ５ １ ４ ０ ０ ２ ０

注 不服申立てとは、公文書の公開請求に対する決定について、行政不服
審査法（平成２６年法律第６８号）に基づく不服申立てをいう。

� 不服申出

実績なし

�������
�公 告

個人情報の開示等の実施状況

令和４年度の開示請求等に対する個人情報の開示等の実施状況の

概要を次のとおり公表する。

令和５年１０月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 個人情報取扱事務の登録件数

（単位：件）

実 施 機 関 年度末件数

総 務 部 ７９

企 画 振 興 部 ６２

知 観 光 ス ポ ー ツ 文 化 部 ９１

県 民 環 境 部 ２１０

保 健 福 祉 部 ５４８

経 済 労 働 部 ８６

農 林 水 産 部 ２０７

事 土 木 部 １３３

出 納 局 １０

小 計 １，４２６

議 会 １３

公 営 企 業 管 理 者 ２８

教 育 委 員 会 １２８

選 挙 管 理 委 員 会 １７

人 事 委 員 会 ４

監 査 委 員 ５

公 安 委 員 会 ６

警 察 本 部 長 １６６

労 働 委 員 会 ４

収 用 委 員 会 １１

海 区 漁 業 調 整 委 員 会 ２

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 １

公立大学法人愛媛県立医療技術大学 ２３

合 計 １，８３４

２ 個人情報の開示請求の状況

� 書面による開示請求

（単位：件）

実 施 機 関
請 求 の
件 数

処 理 の 状 況
取 下 げ

開 示 部分開示 非 開 示

知 事 ５４ １３ ２２ １８ １

公営企業管理者 １２３ ５７ ５２ １４ ０

教 育 委 員 会 ５１ ２６ ９ １６ ０

公 安 委 員 会 ５ ０ ５ ０ ０

警 察 本 部 長 ９４ ０ ８８ ６ ０

合 計 ３２７ ９６ １７６ ５４ １

注 他の実施機関については、実績なし。

� 口頭による開示請求

（単位：件）

実 施 機 関 請求の件数

総 務 部 ２９

知 県 民 環 境 部 ３７

事 保 健 福 祉 部 ２２

小 計 ８８

教 育 委 員 会 ６，０５０

人 事 委 員 会 ８８

警 察 本 部 長 ３９

公 営 企 業 管 理 者 １９

公立大学法人愛媛県立医療技術大学 ６１

合 計 ６，３４５

注１ 「口頭による開示請求」とは、実施機関があら
かじめ定めた個人情報について、口頭により開示
請求できるものであり、請求があった場合は、原
則開示するものである。
２ 他の実施機関については、実績なし。

３ 個人情報の訂正請求の状況

実績なし

４ 個人情報の利用停止請求の状況

実績なし

５ 不服申立ての状況
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監 査 公 表

（単位：件）

区 分

不服申立て件数 処 理 の 状 況

取下げ

令 和
３年度
からの
繰 越
件 数

令 和
４年度
不 服
申立て
件 数

裁 決 又 は 決 定

審理中却 下 棄 却 一 部
認 容

認 容

開示決定等
に係るもの

０ ４ ０ ２ ０ ０ ２ ０

訂正決定等
に係るもの

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

利用停止決
定等に係る
もの

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

�公表第１１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定に基づ

き実施した定期監査の結果に関する報告を、同条第９項の規定によ

り、次のとおり公表する。

令和５年１０月２４日

愛媛県監査委員 � 橋 正 浩

同 大 西 誠

同 � 田 健 司

同 松 下 行 吉

第１ 監査の基準

愛媛県監査委員監査基準（令和２年４月１日付け愛媛県監査委

員告示第１号）に準拠し実施した。

第２ 監査の種類

財務監査

第３ 監査の着眼点

監査の実施にあたっては、次の事項に主眼を置き実施した。

・財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか。

・経営に係る事業の管理が、合理的かつ能率的に行われているか。

第４ 監査の実施内容

令和４年度財務に係る知事部局・諸局・教育委員会・公安委員

会の定期監査を２１４機関に対して実施した。

区分 実地監査 書面監査 計

知事部局 １１２ １４ １２６

本庁 ６６ ０ ６６

地方局 ３３ ０ ３３

地方機関 １３ １４ ２７

諸局 ４ ０ ４

本庁 ４ ０ ４

教育委員会 ２８ ３９ ６７

本庁 ８ ０ ８

地方機関（高等学校等） ２０ ３９ ５９

公安委員会 ９ ８ １７

本庁 １ ０ １

地方機関（警察署） ８ ８ １６

合計 １５３ ６１ ２１４

本庁 ７９ ０ ７９

地方機関（地方局含む） ７４ ６１ １３５

第５ 監査対象機関と監査の結果

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

総 務 管 理 課 令和５年８月２３日

人 事 課 令和５年８月２日

職 員 厚 生 課 令和５年８月２日

市 町 振 興 課 令和５年８月３日

私 学 文 書 課 令和５年８月２３日

財 政 課 令和５年８月２９日

行 革 分 権 課 令和５年８月２９日

税 務 課 令和５年８月２９日

総 合 政 策 課 令和５年８月１８日

地 域 政 策 課 令和５年８月１８日

企 画 統 計 課 令和５年９月７日

秘 書 課 令和５年９月７日

広 報 広 聴 課 令和５年８月１８日

ス マ ー ト 行 政 推 進 課 令和５年８月１８日

デ ジ タ ル シ フ ト 推 進 課 令和５年８月１８日

地 域 ス ポ ー ツ 課 令和５年８月３０日

競 技 ス ポ ー ツ 課 令和５年８月３０日

文 化 振 興 課 令和５年８月１８日

ま な び 推 進 課 令和５年８月１８日

観 光 国 際 課 令和５年８月１７日

自 転 車 新 文 化 推 進 課 令和５年８月１７日

県 民 生 活 課 令和５年８月２９日

人 権 対 策 課 令和５年８月２９日

防 災 危 機 管 理 課 令和５年８月３日

消 防 防 災 安 全 課 令和５年８月２日

原 子 力 安 全 対 策 課 令和５年８月３日

環 境 ・ ゼ ロ カ ー ボ ン 推 進 課 令和５年８月２日

循 環 型 社 会 推 進 課 令和５年８月２日

自 然 保 護 課 令和５年８月２日

保 健 福 祉 課 令和５年８月２９日

医 療 対 策 課 令和５年８月２９日

医 療 保 険 課 令和５年８月２９日

健 康 増 進 課 令和５年９月４日

薬 務 衛 生 課 令和５年９月４日

男 女 参 画 ・ 子 育 て 支 援 課 令和５年８月２８日

障 が い 福 祉 課 令和５年８月２８日

長 寿 介 護 課 令和５年８月２８日

ね ん り ん ピ ッ ク 推 進 課 令和５年８月２８日

産 業 政 策 課 令和５年８月２３日

企 業 立 地 課 令和５年８月２３日

労 政 雇 用 課 令和５年８月２３日

産 業 創 出 課 令和５年８月１７日
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産 業 人 材 課 令和５年８月１７日

経 営 支 援 課 令和５年８月１７日

農 政 課 令和５年８月１７日

農 業 経 済 課 令和５年８月１７日

食 ブ ラ ン ド マ ー ケ テ ィ ン グ 課 令和５年８月１７日

農 地 整 備 課 令和５年８月２２日

農 産 園 芸 課 令和５年８月２２日

畜 産 課 令和５年８月２２日

林 業 政 策 課 令和５年９月４日

森 林 整 備 課 令和５年９月４日

漁 政 課 令和５年８月３０日

水 産 課 令和５年８月３０日

漁 港 課 令和５年８月３０日

土 木 管 理 課 令和５年９月７日

用 地 課 令和５年９月７日

河 川 課 令和５年８月２３日

港 湾 海 岸 課 令和５年８月２３日

砂 防 課 令和５年８月２３日

道 路 建 設 課 令和５年８月２日

道 路 維 持 課 令和５年８月２日

都 市 計 画 課 令和５年８月２２日

都 市 整 備 課 令和５年８月２２日

建 築 住 宅 課 令和５年８月２２日

出 納 局 令和５年８月３０日

人 事 委 員 会 事 務 局 令和５年９月４日

議 会 事 務 局 令和５年８月２８日

監 査 事 務 局 令和５年９月４日

労 働 委 員 会 事 務 局 令和５年８月３日

（監査の結果）

第１から第４までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の

対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の

効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めており、おお

むね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 職員の不注意により公用車による事故が発生（１件）し、当該車両

の毀損があり、県に多額の損害（５０７，３２０円）を与えた。

（自転車新文化推進課）

２ 収入未済の行政代執行費用（高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分に係るもの）

について、適切に債権管理されたい。

・収入未済額５４６，９６２円（滞納繰越分）

（循環型社会推進課）

３ 収入未済の生活安定資金貸付金償還金について、適切に債権管理さ

れたい。

・収入未済額３５，９２８，０６０円（滞納繰越分）

（保健福祉課）

４ 児童扶養手当返還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の

縮減に、より一層努められたい。

・収入未済額１１，９３６，０８０円（滞納繰越分５，０８７，４００円、現年度分６，８４８

，６８０円）

（男女参画・子育て支援課）

５ 母子父子寡婦福祉資金特別会計における母子父子寡婦福祉資金貸付

金償還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き

続き努められたい。

・収入未済額２６７，６８８，０８１円（滞納繰越分２６３，６４１，００５円、現年度分

４，０４７，０７６円）

（男女参画・子育て支援課）

６ 収入未済の心身障害者扶養共済年金過払金について、適切に債権管

理されたい。

・収入未済額１６０，０００円（滞納繰越分１４０，０００円、現年度分２０，０００円）

（障がい福祉課）

７ えひめ版応援金の返還金について、適切に債権管理するとともに、

収入未済額の縮減に努められたい。

・収入未済額２，０７１，８００円（現年度分）

（産業政策課）

８ 新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金支給決定取

消・返還に係る納付金について、適切に債権管理するとともに、収入

未済額の縮減に努められたい。

・収入未済額３８６，１５９円（現年度分）

（産業人材課）

９ 中小企業振興資金特別会計における収入未済の違約金（貸付金償還

金に伴うもの）について、適切に債権管理されたい。

・収入未済額３，８９６，４６０円（滞納繰越分）

（経営支援課）

１０ 林業改善資金特別会計における林業改善資金貸付金償還金について、

納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

・収入未済額５６，４３１，３４６円（滞納繰越分５５，９１６，３４６円、現年度分５１５，

０００円）

（林業政策課）

１１ 林業改善資金特別会計における収入未済の違約金（貸付金償還金に

伴うもの）について、適切に債権管理されたい。

・収入未済額１，２０８，４６５円（滞納繰越分）

（林業政策課）

１２ 沿岸漁業改善資金特別会計における沿岸漁業改善資金貸付金償還金

について、収入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

・収入未済額１，７６９，０００円（滞納繰越分）

（漁政課）

１３ 沿岸漁業改善資金特別会計における収入未済の違約金（貸付金償還

金に伴うもの）について、適切に債権管理されたい。

・収入未済額２，６０８，９２４円（滞納繰越分１，６５３，２３６円、現年度分９５５，６８８

円）

（漁政課）

１４ 住宅貸付損害金について、適切に債権管理するとともに、収入未済

額の縮減に、引き続き努められたい。

・収入未済額２４，６７８，４４５円（滞納繰越分）

（建築住宅課）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局

地 域 産 業 振 興 部 令和５年７月２５日

今 治 支 局 令和５年７月２０日、
令和５年７月２５日

健 康 福 祉 環 境 部 令和５年７月２０日、
令和５年７月２５日

四 国 中 央 保 健 所 令和５年７月２５日

農 林 水 産 振 興 部 令和５年７月１２日、
令和５年７月２０日

東 予 家 畜 保 健 衛 生 所 令和５年７月１２日
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建 設 部 令和５年７月２５日

四 国 中 央 土 木 事 務 所 令和５年７月２５日

今 治 土 木 事 務 所 令和５年７月２０日

鹿 森 ダ ム 管 理 事 務 所 令和５年７月２５日

黒 瀬 ダ ム 管 理 事 務 所 令和５年７月２５日

玉 川 ダ ム 管 理 事 務 所 令和５年７月２０日

台 ダ ム 管 理 事 務 所 令和５年７月２０日

出 納 室 令和５年７月２５日

（監査の結果）

第１から第４までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の

対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の

効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めており、おお

むね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 収入未済の電気代単価契約解除に伴う損害賠償金について、適切に

債権管理されたい。

・収入未済額５０，４９１円（現年度分）

（地域産業振興部）

２ 県税未収金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

・収入未済額１５２，４２２，５６８円（滞納繰越分１２４，４５８，３７１円、現年度分

２７，９６４，１９７円）

（地域産業振興部）

３ 収入未済の電気代単価契約解除に伴う損害賠償金について、適切に

債権管理されたい。

・収入未済額３３，４５７円（現年度分）

（今治支局）

４ 職員の不注意により公用車による事故が発生（１件）し、相手方の

人的被害及び相手方車両の毀損があった。

（今治支局）

５ 生活保護費戻入金について、収入未済額の縮減に、引き続き努めら

れたい。

・収入未済額２６４，０２０円（滞納繰越分）

（健康福祉環境部）

６ 母子父子寡婦福祉資金特別会計における母子父子寡婦福祉資金貸付

金償還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、一層

努められたい。

・収入未済額７５，８３３，０７６円（滞納繰越分６６，５８０，４１５円、現年度分９，２５

２，６６１円）

（健康福祉環境部）

７ 県営住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減

に、より一層努められたい。

・収入未済額２，７１３，８００円（滞納繰越分１，３４３，４００円、現年度分１，３７０，

４００円）

（建設部）

８ 県営住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減

に、引き続き努められたい。

・収入未済額２，１１６，６００円（滞納繰越分１，４４２，５００円、現年度分６７４，１００

円）

（建設部（今治土木事務所））

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 予 地 方 局

地 域 産 業 振 興 部 令和５年７月１８日

健 康 福 祉 環 境 部 令和５年７月１８日

農 林 水 産 振 興 部 令和５年７月１８日

中 予 家 畜 保 健 衛 生 所 令和５年７月１８日

建 設 部 令和５年７月１８日

� 万 高 原 土 木 事 務 所 令和５年７月１８日

（監査の結果）

第１から第４までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の

対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の

効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めており、おお

むね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 収入未済の電気代単価契約解除に伴う損害賠償金について、適切に

債権管理されたい。

・収入未済額６０，２２１円（現年度分）

（地域産業振興部）

２ 県税未収金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

・収入未済額４５１，８８２，４２７円（滞納繰越分２２０，６３８，１４８円、現年度分

２３１，２４４，２７９円）

（地域産業振興部）

３ 生活保護費戻入金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮

減に、より一層努められたい。

・収入未済額９７，９３６，７６１円（滞納繰越分４１，１７３，８９４円、現年度分５６，７

６２，８６７円）

（健康福祉環境部）

４ 母子父子寡婦福祉資金特別会計における母子父子寡婦福祉資金貸付

金償還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、一層

努められたい。

・収入未済額１２，７４２，７６６円（滞納繰越分１０，６１０，５４３円、現年度分２，１３

２，２２３円）

（健康福祉環境部）

５ 県営住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減

に、より一層努められたい。

・収入未済額１６，５４１，０９２円（滞納繰越分１０，０５４，３６３円、現年度分６，４８

６，７２９円）

（建設部）

６ 収入未済の工事請負契約の解除に伴う違約金及び前払金余剰額に対

する利息について、適切に債権管理されたい。

・収入未済額２７０，１００円（違約金）、２４７，８８５円（利息）（滞納繰越分）

（建設部（�万高原土木事務所））

７ 職員の不注意により公用車による事故（６件）が発生し、当該車両

に毀損があった。

（建設部（�万高原土木事務所））

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 地 方 局

地 域 産 業 振 興 部 令和５年７月１３日

八 幡 浜 支 局 令和５年７月１３日、
令和５年７月１９日

健 康 福 祉 環 境 部 令和５年７月１３日、
令和５年７月１９日

農 林 水 産 振 興 部 令和５年７月１３日、
令和５年７月１９日

南 予 家 畜 保 健 衛 生 所 令和５年７月１９日

建 設 部 令和５年７月１３日
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大 洲 土 木 事 務 所 令和５年７月１９日

八 幡 浜 土 木 事 務 所 令和５年７月１９日

西 予 土 木 事 務 所 令和５年７月２５日

愛 南 土 木 事 務 所 令和５年７月１３日

須 賀 川 ダ ム 管 理 事 務 所 令和５年７月１３日

山 財 ダ ム 管 理 事 務 所 令和５年７月１３日

出 納 室 令和５年７月１３日

（監査の結果）

第１から第４までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の

対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の

効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めており、おお

むね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 収入未済の電気代単価契約解除に伴う損害賠償金について、適切に

債権管理されたい。

・収入未済額５６，９０６円（現年度分）

（地域産業振興部）

２ 県税未収金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

より一層努められたい。

・収入未済額９０，３７２，９２１円（滞納繰越分４３，９９８，７５７円、現年度分４６，３

７４，１６４円）

（地域産業振興部）

３ 電気代単価契約解除に伴う損害賠償金の一部（４８，９８２円）について、

調定を行っていなかった。

（八幡浜支局）

４ 収入未済の電気代単価契約解除に伴う損害賠償金について、適切に

債権管理されたい。

・収入未済額４８，９８２円（現年度分）

（八幡浜支局）

５ 生活保護費戻入金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮

減に、引き続き努められたい。

・収入未済額１９，２７１，９５３円（滞納繰越分１８，１９６，１２７円、現年度分１，０７

５，８２６円）

（健康福祉環境部）

６ 母子父子寡婦福祉資金特別会計における母子父子寡婦福祉資金貸付

金償還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き

続き努められたい。

・収入未済額２５，１３５，３１０円（滞納繰越分２３，２９５，６１４円、現年度分１，８３

９，６９６円）

（健康福祉環境部）

７ 生活保護費戻入金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮

減に、一層努められたい。

・収入未済額４，２４２，４７４円（滞納繰越分３，８２０，２０３円、現年度分４２２，２７１

円）

（健康福祉環境部（八幡浜支局））

８ 道路占用料について、納期限内の収入確保に努められたい。

・収入未済額５５，８５３円（現年度分）

（建設部）

９ 県営住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減

に引き続き努められたい。

・収入未済額１，６３１，２００円（滞納繰越分７５８，２００円、現年度分８７３，０００

円）

（建設部）

１０ 職員の不注意により公用車による事故が発生（３件）し、当該車両

の毀損があった。

（建設部（大洲土木事務所））

１１ 県営住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減

に、より一層努められたい。

・収入未済額１１５，０００円（現年度分）

（建設部（八幡浜土木事務所））

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

研 修 所 令和５年５月１１日

東 京 事 務 所 令和５年５月１１日

総 合 科 学 博 物 館 令和５年５月１１日

歴 史 文 化 博 物 館 令和５年５月１１日

美 術 館 令和５年４月２７日

消 防 学 校 令和５年５月１１日

消 費 生 活 セ ン タ ー 令和５年５月１１日

原 子 力 セ ン タ ー 令和５年５月１１日

福 祉 総 合 支 援 セ ン タ ー 令和５年４月２７日

東予子ども・女性支援センター 令和５年５月２６日

南予子ども・女性支援センター 令和５年５月３１日

食 肉 衛 生 検 査 セ ン タ ー 令和５年５月３１日

動 物 愛 護 セ ン タ ー 令和５年５月２３日

衛 生 環 境 研 究 所 令和５年４月２０日

心 と 体 の 健 康 セ ン タ ー 令和５年５月１１日

子 ど も 療 育 セ ン タ ー 令和５年４月２０日

え ひ め 学 園 令和５年５月１１日

計 量 検 定 所 令和５年４月２７日

産 業 技 術 研 究 所
令和５年４月２７日、
令和５年５月１１日、
令和５年５月２３日、
令和５年５月２６日

新 居 浜 産 業 技 術 専 門 校 令和５年５月１１日

愛 媛 中 央 産 業 技 術 専 門 校 令和５年５月１１日

宇 和 島 産 業 技 術 専 門 校 令和５年５月３１日

大 阪 事 務 所 令和５年５月１１日

病 害 虫 防 除 所 令和５年５月１１日

農 業 大 学 校 令和５年５月１１日

農 林 水 産 研 究 所
令和５年４月１８日、
令和５年５月１１日、
令和５年５月２３日

家 畜 病 性 鑑 定 所 令和５年４月２０日

（監査の結果）

第１から第４までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の

対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の

効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めており、おお

むね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 令和３年４月に許可（許可期間：令和３年４月１日から令和６年３

月３１日まで）した行政財産の使用料（２件）について、令和４年度分

の調定を行っていなかった。

（歴史文化博物館）

２ 行政財産使用許可申請に対する未処理（３件）があった。

（歴史文化博物館）

３ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

・収入未済額３５，１３６，２１６円（滞納繰越分２８，６９４，９５０円、現年度分６，４４

１，２６６円）
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（福祉総合支援センター）

４ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

・収入未済額１７，０６０，５５０円（滞納繰越分１２，４０１，０８７円、現年度分４，６５

９，４６３円）

（東予子ども・女性支援センター）

５ 職員の不注意により公用車による事故が発生（５件）し、当該車両

等の毀損があった。

（東予子ども・女性支援センター）

６ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

・収入未済額９，０１４，０７５円（滞納繰越分７，７００，５７５円、現年度分１，３１３，

５００円）

（南予子ども・女性支援センター）

７ 子ども療育センター利用料金について、納期限内の収入確保と収入

未済額の縮減に、引き続き努められたい。

・収入未済額２，１５２，９４３円（滞納繰越分１，５７２，１９９円、現年度分５８０，７４４

円）

（子ども療育センター）

８ 業務委託している子ども療育センター窓口における料金収納に関し、

未納者の状況を事務局で十分に把握、管理していなかった。

（子ども療育センター）

９ 計量器出張検定等に要する経費の徴収について、引き続き二以上の

場所において出張検定を行った場合の徴収金額は、愛媛県計量器出張

検定等に要する経費の徴収等に関する要綱により、検定に要した時間

に応じて分割するとともに、分割によって生じた円未満の端数は切り

捨てることとされているが、この規定と異なる方法により算出してい

た。

（計量検定所）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

教 育 総 務 課 令和５年９月５日

社 会 教 育 課 令和５年９月５日

文 化 財 保 護 課 令和５年９月５日

保 健 体 育 課 令和５年９月５日

義 務 教 育 課 令和５年９月５日

高 校 教 育 課 令和５年９月５日

人 権 教 育 課 令和５年９月５日

特 別 支 援 教 育 課 令和５年９月５日

中 予 教 育 事 務 所 令和５年５月２３日

東 予 教 育 事 務 所 令和５年５月１１日

南 予 教 育 事 務 所 令和５年４月１８日

総 合 教 育 セ ン タ ー 令和５年５月１１日

図 書 館 令和５年４月２７日

川 之 江 高 等 学 校 令和５年２月２２日

三 島 高 等 学 校 令和５年２月２２日

土 居 高 等 学 校 令和５年２月２２日

新 居 浜 東 高 等 学 校 令和５年２月２２日

新 居 浜 西 高 等 学 校 令和５年２月２２日

新 居 浜 南 高 等 学 校 令和５年２月２２日

新 居 浜 工 業 高 等 学 校 令和５年２月２２日

新 居 浜 商 業 高 等 学 校 令和５年１月２５日

西 条 高 等 学 校 令和５年１月１９日

西 条 農 業 高 等 学 校 令和５年２月２２日

小 松 高 等 学 校 令和５年１月１９日

東 予 高 等 学 校 令和５年１月１９日

丹 原 高 等 学 校 令和５年１月１９日

今 治 西 高 等 学 校 令和５年２月２２日

今 治 南 高 等 学 校 令和５年１月３１日

今 治 北 高 等 学 校 令和５年２月２２日

今 治 工 業 高 等 学 校 令和５年１月３１日

弓 削 高 等 学 校 令和５年２月２２日

北 条 高 等 学 校 令和５年２月２２日

松 山 東 高 等 学 校 令和５年１月３１日

松 山 南 高 等 学 校 令和５年１月３１日

松 山 北 高 等 学 校 令和５年２月２２日

松 山 中 央 高 等 学 校 令和５年２月２２日

松 山 工 業 高 等 学 校 令和５年２月２２日

松 山 商 業 高 等 学 校 令和５年２月２２日

東 温 高 等 学 校 令和５年２月２２日

上 浮 穴 高 等 学 校 令和５年１月２０日

伊 予 農 業 高 等 学 校 令和５年１月２０日

伊 予 高 等 学 校 令和５年１月２０日

大 洲 高 等 学 校 令和５年２月２２日

大 洲 農 業 高 等 学 校 令和５年２月２２日

長 浜 高 等 学 校 令和５年２月２２日

内 子 高 等 学 校 令和５年２月２２日

八 幡 浜 高 等 学 校 令和５年２月２２日

八 幡 浜 工 業 高 等 学 校 令和５年２月２２日

川 之 石 高 等 学 校 令和５年２月２２日

三 崎 高 等 学 校 令和５年２月２２日

宇 和 高 等 学 校 令和５年２月２２日

野 村 高 等 学 校 令和５年２月２２日

宇 和 島 東 高 等 学 校 令和５年２月２２日

宇 和 島 水 産 高 等 学 校 令和５年１月２３日

吉 田 高 等 学 校 令和５年２月２２日

北 宇 和 高 等 学 校 令和５年１月２３日

南 宇 和 高 等 学 校 令和５年２月１３日

今 治 東 中 等 教 育 学 校 令和５年１月２５日

松 山 西 中 等 教 育 学 校 令和５年２月２２日

宇 和 島 南 中 等 教 育 学 校 令和５年２月２２日

松 山 盲 学 校 令和５年２月２２日

松 山 聾 学 校 令和５年２月２２日

し げ の ぶ 特 別 支 援 学 校 令和５年２月２２日

み な ら 特 別 支 援 学 校 令和５年２月２２日

今 治 特 別 支 援 学 校 令和５年１月２５日

宇 和 特 別 支 援 学 校 令和５年２月２２日
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公営企業告示

�愛媛県公営企業告示第５号
次のとおり落札者を決定した。

令和５年１０月２４日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

新 居 浜 特 別 支 援 学 校 令和５年２月２２日

（監査の結果）

第１から第４までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の

対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の

効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めており、おお

むね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 奨学資金特別会計における奨学資金貸付金償還金について、納期限

内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

・収入未済額２４５，０４６，２９５円（滞納繰越分１９９，４５７，８９５円、現年度分

４５，５８８，４００円）

（教育総務課）

２ 地域改善対策高等学校等就学奨励費貸付金償還金について、納期限

内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

・収入未済額６１８，１４２，５２６円（滞納繰越分６０６，６８６，０９０円、現年度分

１１，４５６，４３６円）

（人権教育課）

３ 職員の不注意によりスクールバスによる事故が発生（４件）し、当

該車両の毀損があった。

（みなら特別支援学校）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

警 察 本 部 令和５年８月４日

四 国 中 央 警 察 署 令和５年２月１５日

新 居 浜 警 察 署 令和５年２月２２日

西 条 警 察 署 令和５年２月１５日

西 条 西 警 察 署 令和５年２月２２日

今 治 警 察 署 令和５年２月８日

伯 方 警 察 署 令和５年２月２２日

松 山 東 警 察 署 令和５年２月８日

松 山 西 警 察 署 令和５年２月２２日

松 山 南 警 察 署 令和５年２月９日

� 万 高 原 警 察 署 令和５年２月２２日

伊 予 警 察 署 令和５年２月１６日

大 洲 警 察 署 令和５年２月２２日

八 幡 浜 警 察 署 令和５年２月１６日

西 予 警 察 署 令和５年２月２２日

宇 和 島 警 察 署 令和５年２月２２日

愛 南 警 察 署 令和５年２月１３日

（監査の結果）

第１から第４までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の

対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の

効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めており、おお

むね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 放置違反金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

・収入未済額１，３６８，０００円（滞納繰越分４９４，０００円、現年度分８７４，０００

円）

（警察本部）

２ 延滞金（放置違反金に伴うもの）について、収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

・収入未済額１６６，６４９円（滞納繰越分１２８，８４９円、現年度分３７，８００円）

（警察本部）

３ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

・収入未済額１，４９６，７５４円（滞納繰越分）

（警察本部）

４ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（８件）し、相手方

の人的被害があったほか、相手方車両及び当該車両の毀損があり、県

に多額の損害（２，６６３，３１７円）を与えた。

（警察本部）

５ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（３件）し、当該車

両、相手方車両及び相手方工作物の毀損（うち公用車１台は廃車）が

あり、県に多額の損害（１，８１５，８１４円）を与えた。

（西条西警察署）

６ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

・収入未済額７８９，９３１円（滞納繰越分）

（今治警察署）

７ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（７件）し、当該車

両等の毀損があり、県に多額の損害（１，３０３，６６５円）を与えた。

（今治警察署）

８ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

・収入未済額８２，４２２円（滞納繰越分）

（松山東警察署）

９ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（６件）し、当該車

両、相手方車両及び相手方工作物の毀損があった。

（松山東警察署）

１０ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

・収入未済額７１０，８２２円（滞納繰越分）

（松山南警察署）

１１ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（３件）し、当該車

両及び相手方工作物の毀損があった。

（伊予警察署）

１２ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理するとともに、収

入未済額の縮減に努められたい。

・収入未済額２６９，９４８円（現年度分）

（大洲警察署）

１３ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

・収入未済額１６５，０００円（滞納繰越分）

（宇和島警察署）
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落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

手術用顕微鏡システム １式
（県立中央病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市湊町
四丁目４番地１伊
予鉄本社ビル２Ｆ

令和５年９月２７日
株式会社カワニシ松山
支店
愛媛県松山市枝松五丁
目６－４５

８２，８６０，０００円 一般競争入札 令和５年８月１５日

令和５年１０月２４日 発行


